
63 

令和４年有田市議会９月定例会 

 

議事日程（第３号） 

    令和４年９月２８日 午前１０時開議 

日程 １ 議案第34号 有田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

日程 ２ 議案第35号 有田市議会議員及び有田市長の選挙における選挙運動の公費負担 

           に関する条例及び有田市議会議員及び有田市長の選挙における選 

           挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条 

           例 

日程 ３ 議案第36号 令和４年度有田市一般会計補正予算（第３号） 

日程 ４ 議案第37号 令和４年度有田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程 ５ 議案第38号 令和４年度有田市立病院事業会計補正予算（第１号） 

日程 ６ 議案第39号 工事請負契約の変更について 

日程 ７ 議案第40号 工事請負契約の変更について 

日程 ８ 議案第41号 工事請負契約の変更について 

日程 ９ 議案第42号 動産の買入れについて 

日程１０ 議案第43号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程１１ 決算第１号 令和３年度有田市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることにつ 

           いて 

日程１２ 決算第２号 令和３年度有田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定を求 

           めることについて 

日程１３ 決算第３号 令和３年度有田市初島財産区特別会計歳入歳出決算の認定を求め 

           ることについて 

日程１４ 決算第４号 令和３年度有田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

           を求めることについて 

日程１５ 決算第５号 令和３年度有田市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定を求める 

           ことについて 

日程１６ 決算第６号 令和３年度有田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を 

           求めることについて 

日程１７ 決算第７号 令和３年度有田市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定を 

           求めることについて 

日程１８ 決算第８号 令和３年度有田市立病院事業会計決算の認定を求めることについ 

           て 

日程１９ 議案第44号 公平委員会の委員の選任について 

日程２０ 議案第45号 初島財産区管理委員の選任について 

日程２１ 議会運営委員会委員の選任について 

日程２２ 広報編集委員会委員の選任について 

日程２３ 議会運営委員会委員長及び副委員長の互選について 

日程２４ 議員派遣の件について 
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日程２５ 各委員会の閉会中の継続審査及び調査について 

───────────────────────────────────────────── 

会議に付した事件 

日程 １ 議案第34号 有田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例から 

日程２５ 各委員会の閉会中の継続審査及び調査についてまで 

 



65 

出 席 議 員  １４名 

       １番  中 西 登志明          ２番  上野山 善 久 
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午前１０時００分 開議 

○議長（西口正助君）  おはようございます。ただいまの出席議員数は14名であり、定足

数に達しております。これより本日の会議を開きます。 

 日程に入ります。 

 日程１、議案第34号、有田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例から

日程18、決算第８号、令和３年度有田市立病院事業会計決算の認定を求めることについて

までの議案10件、決算８件を一括議題とし、各委員長から審査の結果について順次報告を

願うことにいたします。 

 まず、総務建設委員会委員長堀川明君。 

○総務建設委員会委員長（堀川 明君）  総務建設委員会から報告いたします。 

 当委員会に付託されました案件につきまして、９月15日、当局の出席を求め、委員会を

開催いたしました。 

 慎重審査の結果、議案第34号、有田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例、議案第39号、工事請負契約の変更について、議案第40号、工事請負契約の変更につ

いて、議案第41号、工事請負契約の変更について及び議案第42号、動産の買入れについて

は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、審査に当たっては、多岐にわたる意見が出されましたが、次の意見について、改

めて申し添えておきたいと思います。 

 議案第39号、議案第40号及び議案第41号について、これらはいずれも新都市公園の整備

工事に関連した議案であります。このような場合、それぞれの工事の関係性等を把握でき

るような資料、例えば位置図等を用いることで、より丁寧に審査を進めることができるよ

うに思われます。議案の説明に当たっては、資料等の準備を含め、スムーズな審査に資す

るよう努めていただきたいとの意見がありました。 

 以上の意見を申し添え、総務建設委員会からの報告といたします。 

○議長（西口正助君）  委員長の報告は終わりました。 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑の通告はありませんでした。 

 次に、文教厚生委員会委員長中谷桂三君。 

○文教厚生委員会委員長（中谷桂三君）  文教厚生委員会から報告いたします。 

 当委員会に付託されました案件について、９月16日、当局の出席を求め、委員会を開催

いたしました。 

 慎重審査の結果、議案第35号、有田市議会議員及び有田市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例及び有田市議会議員及び有田市長の選挙における選挙運動用ビラの

作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例及び議案第43号、公の施設の指定管理

者の指定についてにつきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、文教厚生委員会からの報告といたします。 

○議長（西口正助君）  委員長の報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑の通告はありませんでした。 

 次に、予算決算委員会委員長成川満君。 

○予算決算委員会委員長（成川 満君）  予算決算委員会から報告をいたします。 
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 当委員会に付託されました補正予算３件及び決算８件について、９月20日、21日及び22

日の３日間にわたり、当局の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

 慎重審査の結果、議案第36号、令和４年度有田市一般会計補正予算（第３号）、議案第

37号、令和４年度有田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）及び議案第 38号、令和

４年度有田市立病院事業会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 また、決算第１号、令和３年度有田市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについ

て、決算第２号、令和３年度有田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定を求めるこ

とについて、決算第３号、令和３年度有田市初島財産区特別会計歳入歳出決算の認定を求

めることについて、決算第４号、令和３年度有田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定を求めることについて、決算第５号、令和３年度有田市介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定を求めることについて、決算第６号、令和３年度有田市後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定を求めることについて、決算第７号、令和３年度有田市上水道事

業会計剰余金の処分及び決算の認定を求めることについて及び決算第８号、令和３年度有

田市立病院事業会計決算の認定を求めることについては、いずれも原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 なお、審査に当たっては、多岐にわたる質疑応答がなされ、様々な意見が出されました

が、改めて次の意見について申し添えておきたいと思います。 

 まず、議案第36号、令和４年度有田市一般会計補正予算（第３号）、歳出の部、第９款

教育費、第３項中学校費、第２目有和中学校建設事業費における原材料価格の高騰による

建設工事費の増額については、工法の見直し等により費用を抑え、今後は基本的に増額を

考えないとのことであるが、税金を使っているということを常に考えていただき、引き続

きしっかりと現場管理をお願いしたいとの意見がありました。 

 次に、議案第38号、令和４年度有田市立病院事業会計補正予算（第１号）、新有田市立

病院建設工事設計業務委託料に関して、設計業者の選定に当たっては、市内業者の育成を

図るとともに算入できるような方策を考えていただきたい。 

 また、プロポーザル方式による選定を行う場合、選考委員にはこの事業を十分に認識さ

れた専門的な人に入っていただくような配慮をお願いしたい。そして、市民の理解を得る

ためにも、新有田市立病院の全体像など、より具体的な情報を公開していく必要があるの

ではないかとの意見がありました。 

 続いて、決算第１号、令和３年度有田市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることにつ

いて、歳出の部、第６款商工水産費、第１項商工費、第３目観光費観光事務事業に関して、

当市における有田みかんのＰＲは観光の一環であり、観光の面からも有田みかんブランド

を前面に打ち出した情報発信、ＰＲを推進していただきたい。 

 また、観光施設看板の設置に当たっては、以前より要望の多いところであり、積極的に

取り組んでいただきたいとの意見がありました。 

 次に、同じく第６款、第１項、第５目ふるさと応援寄付費について、返礼品における主

要３項目であるウナギやミカン、ミカン加工品で全体の９割以上を占めているが、海産物

に至っては1.4％程度であるとのことである。 
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 有田市の海産物は大きな可能性を秘めており、もっと海産物の割合が大きくなるような、

例えば、加工によって付加価値をつけるなど、その魅力を十分に引き出すような取り組み

を考えていただきたいとの意見がありました。 

 次に、第７款土木費、第４項都市計画費、第３目公園費における公園管理事業について、

主要施策成果報告書には、除草の実施により、公園の利用環境を整えたとあるが、現状そ

うは見えない。最低でも年に４回ぐらいは現状確認をしていただき、市民のための公園で

あるということとともにその利用価値を十分に考えた配慮をお願いしたいとの意見があり

ました。 

 最後に、決算第８号、令和３年度有田市立病院事業会計決算の認定を求めることについ

て、現在は、長引くコロナ禍による患者数の減少などにより、本業の医業を圧迫している

が、新型コロナウイルス感染症対策事業により、ある面では経営に貢献をしているような

状況であると思われる。 

 今後は、大きなプロジェクトも控えている中、新型コロナウイルス感染症の収束後を見

据え、本業の医業による安定的な経営基盤の確立を目指して取り組んでいただきたいとの

意見がありました。 

 以上の意見を申し添えるとともに、委員会で指摘された様々な点については再度十分に

精査をしていただき、今後の施策に反映されることを期待いたします。 

 以上、予算決算委員会からの報告といたします。 

○議長（西口正助君）  以上をもって、各委員長の報告は終わりました。 

 次に、討論については通告がありませんでした。 

 これより各案件の審議に入ります。 

 まず、日程１、議案第34号であります。 

 これより議案第34号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程２、議案第35号であります。 

 これより議案第35号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程３、議案第36号であります。 

 これより議案第36号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程４、議案第37号であります。 

 これより議案第37号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程５、議案第38号であります。 

 これより議案第38号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程６、議案第39号であります。 

 これより議案第39号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程７、議案第40号であります。 

 これより議案第40号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程８、議案第41号であります。 

 これより議案第41号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程９、議案第42号であります。 
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 これより議案第42号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程10、議案第43号であります。 

 これより議案第43号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程11、決算第１号であります。 

 これより決算第１号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第１号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程12、決算第２号であります。 

 これより決算第２号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第２号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程13、決算第３号であります。 

 これより決算第３号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第３号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程14、決算第４号であります。 

 これより決算第４号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第４号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程15、決算第５号であります。 

 これより決算第５号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第５号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程16、決算第６号であります。 

 これより決算第６号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第６号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程17、決算第７号であります。 

 これより決算第７号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第７号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程18、決算第８号であります。 

 これより決算第８号を起立により採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は認定であります。 

 本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（西口正助君）  全員起立であります。よって、決算第８号は認定することに決し

ました。 

 次に、日程19、議案第44号、公平委員会の委員の選任について及び日程20、議案第45号、

初島財産区管理委員の選任についてを一括議題とし、各案件の審議に入ります。 

 まず、認定19、議案第44号であります。 

 これより議案44号を採決いたします。 

 議案第44号について、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西口正助君）  御異議なしと認めます。よって、議案第44号は、これに同意する

ことに決しました。 

 次に、日程20、議案第45号であります。 



72 

 これより議案45号を採決いたします。 

 議案第45号について、同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西口正助君）  御異議なしと認めます。よって、議案第45号は、これに同意する

ことに決しました。 

 次に、日程21、議会運営委員会委員の選任について及び日程22、広報編集委員会委員の

選任についてを一括議題といたします。 

 宇野博治君の逝去に伴い、現在、議会運営委員会委員及び広報編集委員会委員がそれぞ

れ１名欠員となっておりますので、新たに１名の委員を選任いたします。 

 まず、議会運営委員会委員、有田市議会委員会条例第８号第１項及び第２項の規定によ

り、９番中谷桂三君を。次に、広報編集委員会委員、有田市議会広報編集委員会規則第

３条第１項の規定により、９番中谷桂三君を指名いたします。 

 次に、日程23、議会運営委員会委員長及び副委員長の互選についてを議題といたします。 

 ただいまから第２委員会室において議会運営委員会を開催し、正副委員長の互選をお願

いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。自席でお待ちください。 

午前１０時３０分 休憩 

 

午前１０時３４分 再開 

○議長（西口正助君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議事を継続いたします。 

 議会運営委員会の正副委員長が互選されましたので、事務局長に報告させます。 

○議会事務局長（田中 聡君）  報告いたします。 

   議会運営委員会委員長  ５番 上 山 寿 示 議 員 

         副委員長  ４番 小 西 敬 民 議 員 

 以上でございます。 

○議長（西口正助君）  報告は終わりました。 

 議会運営委員会の正副委員長は、ただいまの報告のとおりであります。正副委員長には、

よろしくお願いいたします。 

 次に、日程24、議員派遣の件についてを議題といたします。 

 本件については、会議規則第167条第１項及び第２項の規定により、お手元へ配付のとお

り議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西口正助君）  御異議なしと認めます。よって、議員を派遣することに決しまし

た。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議員派遣の件が議決されましたが、派遣場所、派遣期間等に変更があった場合、

その決定については議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（西口正助君）  御異議なしと認めます。よって、派遣場所、派遣期間等に変更が

あった場合、その決定については議長に委任されました。 

 次に、日程25、各委員会の閉会中の継続審査及び調査についてであります。 

 各委員会委員長から会議規則第111条の規定により、お手元へ配付の申出のとおり、それ

ぞれ閉会中の継続審査及び調査をいたしたい旨の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会委員長の申出のとおり、それぞれ閉会中の継続審査及び調査に付することに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西口正助君）  御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長の申出のとおり、

それぞれ閉会中の継続審査及び調査に付することに決しました。 

 次に、お諮りいたします。 

 ただいま議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するも

のについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（西口正助君）  御異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整

理は、議長に委任することに決しました。 

 以上で、今期定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。よって、会

議規則第８条の規定により本日の会議を閉じ、令和４年有田市議会９月定例会を閉会いた

します。 

午前１０時３８分 閉会 

 


